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１ 会議次第 
（１） 教育長挨拶 
（２） 議題 

１．「芦屋市教育振興基本計画」について 
２．「芦屋の社会教育」について 

（３） その他 
 
２ 提出資料 
  資料１ 国及び県の教育振興基本計画（概要） 
  資料２ 芦屋市振興基本計画の位置づけ 
  資料３ 新しい教育基本法について 
  資料４ 教育振興基本計画 
  資料５ ひょうご教育創造プラン 
  資料６ 平成２１年度 第３回社会教育委員の会議 
  資料７ 芦屋市教育振興基本計画策定スケジュール表（案） 
 
３ 審議経過 
  開会 

 
（花木議長） 
 本日の議題に沿って進めさせていただきますけれども，本日は委員の皆様におかれ
ましては御多忙の折ご出席いただきましてありがとうございます。 
 それでは，議事の進行に入ります。議題１の「芦屋市教育振興基本計画」について
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事務局の方から説明をお願いします。 
 
（生涯学習課長） 
 少しお時間をいただいて，説明させていただきます。ちょっと長くなるかなと思っ
ております。 
 平成２１年度後半から平成２２年度にかけて，教育委員会といたしましては，今か
らご説明をさせていただきます，芦屋市教育振興基本計画を策定する予定にしており
ます。特に，社会教育にかかる分野について，委員会の中で色々ご意見をいただけれ
ばと考えております。非常に，バタバタと資料をお送りさせていただいて色々なもの
が入っていると思いますけれども，この教育振興基本計画の策定の流れを含めて少し
簡単にご説明させていただければと思っております。 
 まず，芦屋市の教育振興基本計画というのは何なのかというのがありますけれども，
それを策定する背景になりましたのは，もうすでに良くご存知の方もいらっしゃるか
も分かりませんけれども，平成１８年に教育基本法が６０年ぶりに大幅に改正になり
ました。この教育基本法の第１７条に，国及び地方公共団体は教育振興基本計画を策
定するとなっています。これ努力義務で，義務化されたものではありませんけれども，
法を受けて策定するというのが１つでございます。 
まず，教育基本法の改正でございますけれども，わが国の教育制度，教育基本法と

いうのは６０年前につくられ延々とその役割を果してきました。けれども，ここに来
て，社会的な変化，科学技術が進行，情報化の時代になった，国際化の時代になった，
少子高齢化の問題もそうかと思いますけれども，そうした教育を取り巻く環境が大き
く変化したことへの対応が必要になってきました。 
それと，そういう時代にあって，教育の現状に目を向けてみると，今言った問題も

含めて教育に対する信頼が揺らぎ始めたと国では言っております。具体的に挙げられ
たのが，不登校の問題，またいじめの問題により，子どもが犠牲となる場合，また子
どもが加害者になるようなそういう大きな教育を取り巻く環境が引き金になったと言
われております。こうした中で，社会全体の規範意識が低下し，家庭や地域での価値
観の変化というものが，子どもの健やかな成長に影響を与えているという時代背景の
中で，基本法の改正を行ったと国は示しております。社会教育の分野から見ますと，
生涯学習の理念が，教育基本法の中に新たに規定されたということが１つはございま
す。３条を読ませていただきますと，「国民一人一人が，自己の人格を磨き，豊かな人
生を送ることができるよう，その生涯にわたって，あらゆる機会に，あらゆる場所に
おいて学習することができ，その成果を適切に生かすことができる社会の実現が図ら
れなければならない。」という規定が明文化されたということが大きな特徴でございま
す。 
それと，社会教育という分野の中にあった，家庭教育が，これも第１０条の中に項

目立てをされています。それと相まって，教育三法と言われる学校教育法，教育職員
免許法等，教育行政の組織及び運営に関する法律等も改正になって，この教育基本法
を実現するための法整備というものが進められてきたわけでございます。そうしたな
かで，先ほど言いました１７条の規定を受けて，国では，お手元の資料，事前にお送
りをさせていただきました，教育推進基本計画というものを策定しました。 
芦屋市教育振興基本計画というのが，これは行政の計画でございますのでどういう

位置づけの計画になるかというのを示した図があろうかと思います。（資料－２） 
市民憲章，これを具現化した芦屋市の行政を行っていく上での 1 番大きな計画が総

 -2- 



合計画でございます。今は第３次総合計画といわれていますけれども，まさにこの第
３次総合計画が平成２２年度で１０年の経過をいたしますので，今第４次，平成２３
年度からの総合計画というのを策定中でございます。その総合計画の下にあって，そ
れぞれが色々な個別の計画をもっております。環境計画でありますとか，地域福祉計
画でありますが，最近は非常に計画づいておりまして，いっぱいそういう計画がござ
います。 
昨年，生涯学習推進基本構想をご説明をさせていただいたかと思いますが，生涯学

習の基本構想は，基本的には生涯学習のまちづくり，またはまちづくりのための生涯
学習を進める上での基本的な考え方をお示しをさせていただいたものでございます。
これは総合計画の下位の計画であり，それぞれの計画の中に生涯学習基本構想の考え
方を含めた上でつないでいく役割を示しておりました。 
この教育振興基本計画と申しますのは，その生涯学習推進基本構想の中にあって，

芦屋市のいわゆる学校教育，社会教育，家庭教育，という分野の中でこれからの５年
間の具体的な方策を定める計画を市としてしていきたいというのがこの位置づけでご
ざいます。ではどういうふうに策定していくのかというのがお手元にあります芦屋市
教育振興計画策定体制（資料－６）というものでございます。この策定体制につきま
しては，これからの作業順に矢印をしながら，経過が分かるようにしております。 
 芦屋市教育振興基本計画策定委員会が先だって立ち上がりました。社会教育の分野
でいいますと，生涯学習基本構想の時の策定委員会委員長，小石先生に今回の基本計
画の中でも副委員長としてお入りをいただいているところでございます。全体の計画
の原案というのはここで策定をしていくわけですけれども，その策定委員会にかけて
いく，社会教育分野についてのご意見を社会教育委員の先生方からいただいていきた
いと我々としては考えております。 
実は非常にタイトな日程になっておりまして，今日お渡しいたしました資料の中で，

この基本計画の策定スケジュール。（資料－７）11 月に第１回目の策定委員会を実施
いたしました。では，次は２月１６日を予定しております。その前段で，作業等の日
程，それまでにどういったことをしていくのかということでございますけれども，今
日の後でご意見をいただく分野になろうかと思います。今現在進めておりますのは，
まず，現状分析です。これは学校教育を含めてですけれども，現状を把握し，そこか
ら課題を抽出していきたい。これを見ていただきますと，最終，来年の１２月に計画
を策定するようにしておりますので，これは逆算して日程を考えたものです。 
例えば，行政の計画をつくる場合，市民参画という観点からパブリックコメントを

必ず取ります。そうしますと，１０日前には告知して，1 ヶ月間は募集をして，それ
以後１ヶ月以内にそれに対するお答えをしていくというシステムが出来ております。
１２月に計画を策定しようと思えば，８月中旬には原案が出来上がって，パブリック
コメントを実施しなければならないということになります。そうなると，もう７月ま
でにはほぼ確定をしなければいけない。策定委員会の日程を見ていただくと分かりま
すように，具体的に，実際に議論できるのは，５月，６月でその次の５回目ではほぼ
出来上がったものが必要になってくる日程でございます。今やっと現状分析を始めよ
うというスタートを切り，資料を集めようという段階でございまして，ちょっと時間
的には非常に厳しいものになろうかと思います。私どもも各課にこういう資料がある
かどうかということを含めて，照会をしているところでございます。２月までに現状
を把握できる資料をそろえて，資料の中には生涯学習の色々な基本構想のアンケート
をとったり，次世代の育成支援計画の中でもアンケートを取ったりしておりますから，
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そうしたものから見えてくる分析の結果もここに盛り込んでいくということですので，
ほぼ１ヶ月の間にすべての現状と分析を終えなければならないスケジュールになって
おります。 
予告になってしまいますが，この２月の委員会の策定前には，社会教育委員の会議

の中で現状分析のデータ等をお示ししながら，ご意見をいただく機会を設けたいとい
うふうに考えております。 
それでは，国が示した計画（資料－４），それから兵庫県も今年の６月にひょうご

教育創造プラン（資料－５）で示しておりますので，ちょっと簡単に見ていただきた
いと思います。地方公共団体がつくる場合は，国のつくった基本計画を参酌してつく
りなさい，ということになっております。同じく芦屋市という立場から見ますと，国
のつくった計画を参酌するとともに，兵庫県がつくった計画も参酌をしながらつくっ
ていくということになっております。あまり全部はお話できませんが，特にこの辺を
見ていただければというところだけ，ちょっとピックアップしたいと思います。先ほ
どの現状と課題ということがありましたので，国の計画で，平成２０年７月１日とな
っている方の２ページをお開きいただきたいと思います。ここにはわが国における現
状と今後の課題が書かれております。ここで見ていただきたいのは，１番下の３行目，
「これまで以上に変化の激しい時代が到来することが予想される。その全体像を捉え
ることは難しいものの，例えば今後１０年間程度展望すれば以下のような面で変化を
予想することができる。」というふうに国は言っております。ですから，ある程度，今
後１０年ぐらいの変動はその以下のところについて予測が出来ると。大きく５点ぐら
い右側のページの上半分に書かれていますけれども，こうした１０年後ぐらいの変化
を予想する中で，６ページをお開き下さい。そういう変化に対応する教育の姿という
ことで，今後１０年間を通じて目指すべき教育の姿というのを，国はこの６ページか
ら８ページにかけて記載をしています。特に目を引くのが，目指すべき教育投資の方
向というような書き方をしている部分であります。教育にかかる教育投資の分析をし
ながら，日本は非常に投資が低いというようなことも言われておりますし，その一層
の拡充が，８ページの最後のところ，「その一層の拡充が可能となるよう，税制上の措
置の活用を含む環境整備等を進める必要がある。」というふうに述べられております。
なぜこの話をしたかと申しますと，芦屋市の現状から申し上げますと，平成２１年度
の当初予算ベースで，だいたい芦屋市の一般会計予算３９７億円，４００億円弱です
ね。その内の教育費にかかる予算といいますと，ざっと４８億５０００万ぐらいです。
率にして，大体１２．１９ぐらいでしょうか。 
 
（樋口副議長） 
 人件費も含めてですか？ 
 
（生涯学習課長） 
 そうです。一般会計の当初予算です。４百億円の中で教育費として投資しているお
金が１２．１９％くらい。これがだいたいの数字です。当然，この環境整備というこ
とについては，多大な費用がかかってきます。これは課題もございます。今，耐震化
の問題があったり，色々な問題がありますけれども，そういうことも含めて今後教育
投資についても見直していくべきことがあるというのが，この１０年間で目指してい
くべき姿の中で書かれています。国は１０年後の姿を描いて５ヵ年の取り組むべき施
策を記載する。県の計画は，国のものを参酌してやるというからには１０年間を通じ
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ての目指すべき教育の方策が書かれているかというと，このひょうご教育創造プラン
の中には書かれておりません。県の担当者に聞きますと，兵庫県としてこれだけ激し
い変化の中で，１０年を見通すことはできないということだそうです。単独ではでき
ないと。ですから，あくまでも国が示した，国がつくった１０年間を通して目指すべ
き教育の姿というものを参酌しながら，兵庫県として今後５ヵ年に取り組む目標とな
る計画をつくったというのが県の創造プランの位置づけでございます。また時間が許
す限りでお読みをいただければと思っております。 
 次に，ひょうご教育創造プランの方をご覧いただけたらと思います。個別の説明は
省きますが，見ていただきたい部分は，特に，生涯学習や社会教育が出てくる部分で
す。 
 ひょうご教育創造プランは２本立てになっております。１つは基本計画といわれる
ものです。これは前半の部分ですね。ページにしますと i-１９というところまでが教
育の基本計画です。それ以後が兵庫県基本計画の実施計画ということになっています。
なぜ２本立てにしているかといいますと，兵庫県の場合は全県的な大きな基本計画は
議会の議決がいるそうなんです。この前半部分が議決を受けた計画ということでご覧
下さい。後半の実施計画というのは基本計画を実施する上で，個別に施策をつくって
いくものですから，議決が必要ないものということで，２つに分けたようです。一緒
にしてしまいますと全部議決を受けなければならなくなりますから，個別施策ではや
はり議論が各種ありますから，分けていくというものです。その点が見ていただきた
かったところです。 
後半は特に実施計画ですから，芦屋市の計画をつくる上でも，具体的な施策にどう

対応していくのかということになりますので，特に教育施策重点目標６というあたり
から，生涯学習，社会教育等についての項目が書かれています。お目通しをしていた
だければと思います。別に，細やかな目標を挙げているところがあるんですけれども，
芦屋市の教育推進基本計画をつくるにあたって県を参酌するわけですから，この後の
ページだけを見ればいいのかということになるんですが，ちょっと個人的には非常に
落とし穴だと思っておりまして，同じところの３７ページをお開きいただけますでし
ょうか。これはどちらかというと学校教育の分野の中に書かれてある部分なんですけ
れども，生涯を通じた環境学習，教育の推進と書かれてあります。真ん中あたりの事
業を見ますと，自然学校であるとか，環境体験事業でありますとか，兵庫っ子グリー
ンガーデン，幼児期の体験という形で幼稚園で取り組まれている内容ですから，どち
らかというと学校教育のように見えるんですけれども，一番最後，施策の取り組みの
一番下のところを見ていただきますと，「環境学習，教育への地域人材の更なる参画と
協働により環境のための地域システムの確立をはかる。」と書いてあります。読んでい
ただいたらお分かりいただけると思うんですが，これは学校教育が担う分野ではあり
ません。どちらかというと社会教育が担う分野なんです。ですから，社会教育単独と
して書かれているものと，全体の学校教育との融合というのか，連携というのか両方
言葉を使い分けていますけれども，国，県の計画の中には，地域とか家庭を結ぶよう
な，いわゆる学校教育と地域との連携，また融合というんでしょうか，そういう仕組
みづくりということが非常に多く書かれています。ということは，裏返せば，その仕
組みをつくるというのが社会教育，生涯学習分野のこれは役割になって参ります。で
すから，当然，社会教育，生涯学習のまちづくりに対する個別の施策展開というもの
を検討していかなければいけません。同時に学校教育を，子どもたちの学校義務教育
を進める上で，社会教育が果していく役割というのも今後やはり大きくなってくるの
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ではないかと思っております。 
 先ほど，教育投資ということがありましたけれども，これは行政計画ほとんどの話
題になる話です。市民の方が入り，専門家の方がお入りになって，１０年先を見据え
て，今後５ヵ年どういうことが教育に求められるのかということを言われますと色々
な意見がでます。ただ，先ほどもこの中にあったように，一方では，行財政改革とい
う行政の方向性がありますので，両面を勘案する必要があります。まして，５ヵ年の
実施計画といいますと，５年間でこういうことをしていきます。こういうものを目指
してやっていきますというこういう計画ですから，当然，その進行管理も行っていか
なければならない。そうすると，先ほど言った，実際に芦屋市の教育予算は１２％強
です。そこでつくられて実現するためには，これを教育費が３０％必要になるという
ような，夢物語の計画をつくっても現実に実現していくというのは難しいということ
があります。ですから，私どもが特に他の計画でもお話をしておりますのは，夢物語
ではなく，かといって，お金が無いからできない，できないでは計画をつくる意味が
ありませんから，一定の現状把握をしながら，目指すべき方向，それから，国，県の
計画に書かれてありますようにそうした限られた原資というものをまずどこに向けて
いくのか。いっぱい教育の考えがあるなかで，その限られた原資をまずどこに向けて
いくのか，という取捨選択。ここが１番の大きな課題になってくるんではないかなと，
私どもとしては考えております。 
 基本的には，国が目指す，示した１０年後の姿を見ながら，芦屋市としての目標と
なる教育の基本計画の策定をしていきたい。特に，芦屋の現状課題等もそこで浮き彫
りになってきますし，どこにどう投資をするのかと，この取捨選択になろうかと思っ
ております。社会教育につきましても，現状分析したものについては次回お示しがで
きるものと思っております。私どもが考える課題解決していくべきものをもう一度列
記してみたいと思います。皆様からのご意見もその中に反映をしていきたいというふ
うに考えておりますので，よろしくお願いいたします。ちょっと長くなりましたし，
分かりにくい説明で申し訳なかったんですけれども，なかなか個別の計画というのは
我々もこれをいただいただけなので，この中身の個別の意味は推し量る部分がありま
すが，やはり変化に富んだ部分が言われているのかなというふうに思っております。 
補足をいたしますと，教育全体のことというよりも生涯学習や社会教育という観点

から見ますと，平成１０年頃には，当時の社会の変化に対応した，「今後の社会教育行
政のあり方について」これは，生涯学習審議会の国の答申が出ております。当時は色々
人のライフスタイルが変わったとか，価値観が変わったとか，また科学技術の進化，
進展等をふまえて社会教育行政のあり方というのがいわれておりました。今度は教育
基本法が６０年ぶりに改正されたということもありますけれども，実はその前段で，
基本法の改正に先立って，平成１７年６月には中央教育審議会の方に文部科学大臣が
新しい時代を切り開く生涯学習の振興方策についてという問題を諮問しております。
教育基本法の議論と相まって，生涯学習のあり方というものが議論されてきた。昨年
の２月に「新しい時代を切り拓く生涯学習の振興方策」ということで，これは中教審
から答申が出ております。そこでついた副題が「知の循環型社会の構築を目指して」
というものでした。生涯学習の，基本構想はその新しい答申を受けて，この中には反
映をさせております。ですから，そうしたこともふまえて，今後の基本計画の中にま
た具体的な施策として今度は盛り込んでいければというふうに思っております。何か
御質問等ありましたら，分かる範囲でお答えをさせていただきたいと思っております。
以上です。 
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（花木議長） 
 ありがとうございました。今，資料に基づいてご説明がございましたけれども，説
明の範囲は広いわけですが，今ご説明いただいた点について何かご質問等ございませ
んでしょうか。 
 
（樋口副議長） 
 先ほど津村課長がおっしゃったように，社会教育委員の会議は，委員の先生方もそ
れぞれスキルなり，問題意識を持ち，芦屋市の社会教育をどうしていくかという意見
を述べる場であるわけですよね。そうすると，色々な問題について，それぞれ委員会
がつくられるわけです。これでもそうですけれども，基本計画策定委員会，専門の担
当委員の方がおられて，先の文化振興の懇話会議，色々な委員会ができてくるわけで
す。こちらでも，何かしら同じようなことを皆さんおっしゃっておられるわけですよ
ね。私どもも，社会教育委員というのを拝命して，県レベルでの研修があったり，近
畿レベルでの発表会があったり，色々な勉強会にも参加させていただいて，それなり
の学習もさせていただいているわけなんですが，根幹は芦屋市の社会教育委員であり
ますから，芦屋市のことについては，私ども非常にアンテナ感度は高いものを持ち合
わせていると思うんです。その中で，どうその意見を吸い上げていただけるのかとい
う手法が，どうも事務局の説明をお聞きして，悪くいうたら，ガス抜きをしているか
というところからスタートして，いくつかの意見を，これは聞きおいていいもの，あ
るいはこれは聞き届けて何か対策を出していかなければならないもの，そのあたりの
ところを，この前の社会教育の登録団体の問題なんかではさせていただいたと思うん
です。ですから，それぞれの委員会ごとに役割を絞り込んでいただくと。この社会教
育委員の会議で，まとめるべき内容がどこなのかというところまで絞り込んでいただ
かないと。正直「芦屋の教育指針」を一応見させていただいて，実は３月に出来てお
ったと。平成２１年３月ですから，もうおおよそ半年経っておったと。こんなにすば
らしいものがあったのかと。実は NPO センターの事務局のものに，これは是非読むべ
きだと，これからこういうことで芦屋はやっていくんだから，単なる庭園都市だけと
違うぞと。教育のまちだぞと。ちょっと方向変わったぞと。こういうふうなことを申
したんですけれども，結局我々に非常に身近なところの情報はもう少しタイムリーに
欲しい。また，社会教育委員というものが果す役割，逆にいうとどんなことを期待し
ているのかというあたりを出していただいたら，より先生方のご意見がお出しいただ
けるのではないかと思います。 
 
（花木議長） 
 私もいつも社会教育委員の研修会等に参加させていただいて，分からないところを
学ばせていただいているんですけれども，私が実感としているのは，この研修会とか，
我々社会教育委員たちは色々勉強させていただいている分，分かっているんです。 
だけど，それを何人分かっているのか。それを実践する場合に，誰に伝えてどう教

えてどう学ばせていくのかということになると，どこか途中で途切れてしまっている
んじゃないか。人一人を育てなきゃいけないはずなのに，我々自身だけが，いくら知
恵をもっていても，これは市民全体を芦屋市の場合でも全体に伝わる場がどこかにな
いと，教育にはならないんじゃないかなと感じているんですね。ということは，社会
教育関係団体というものがあるとしたら，その人たちの上に立って指導している人た
ちは皆このことを充分承知していなきゃいけないんじゃないかと思うんです。そうし
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ないと，実際の教育につながっていかないと思うんですよね。 
 人というのは，自分の存在を分かってはじめて社会と接点を持って生きるというこ
とになるわけですけれども，なぜ学ばないといけないんだとか，そういうことを分か
っていかなきゃいけないはずなんです。そうするとそれを教える所がないと，いくら
論議をしても，計画を立てても空回りしているんです。私は実感としてずっとそうい
うふうに念頭に置いてきました。立派な講演も聞きましたけれども，こんなのを皆に
聞かせてやりたいなというのがあるわけですよね。我々だけでこれを分かって，どこ
でどう言葉で伝えるのかということになったら，伝える場所がないんです。だから，
それは社会教育登録団体の長がこういうことを把握して承知しておくと，その場その
場で言葉で，あるいは態度で，体で示して伝えられると思うんですけれども，それが
全く無くて，委員の方が一生懸命知識を豊かにしているだけでは何の意味もないんじ
ゃないのか，というふうに個人的に勝手にそう思い込んでいるんですけれども，これ
どうでしょう。私これで５年間くらいになるんですけれども，この委員になりまして
ですね，いつもそれが頭にありましてね。では我々だけでいくらここで論議をしたっ
てこれを地域にほとんど伝えていかないと何の意味があるのかなとそう思っているん
ですね。 
ですから，体育協会では特にそういうことを，理事会等では話をしています。ただ，

体育ということを考えてみても，体育，徳育，知育だろうと。知，徳，体ではないと。
逆じゃないかと。体が元気であって，健康であって，あればこそ色々なことができる
のだから。まずは先に体ありき。その次に，人間として生きるための徳がなかったら
いけないのではないか。その後に，知だろうと。そういうことを伝える場があると，
なるほどなと感じることもできるんですが，それがなくて，ただ計画やなんかがつく
ってあっても，これは活かされないんじゃないかとそういうふうに思っています。こ
れは勝手な思いかもしれませんけれども，思い込んでしまっておりまして，これで終
わってしまったらあんまり意味が無いんじゃないかな。 
学校であれば教師がプロとして教育をしていますからその場で伝えられるんです

けれども，社会教育の場合は我々委員さんが現場に出向いてその場，その場で教える
といっても限られてしまいますし，その教育者，団体の長にこれを全て理解をしてい
ただけるような仕組みをつくっていかないと，ほとんど効果が出てこないんじゃない
かなと。スポーツでも，体育協会でもそうです。立派な案はつくってみても，それを
実際に実践しない限り何の意味もない。アスリートタウン構想も今一生懸命，理事長
の提案で考えてやっているんですけれども，それも結局は計画だけで現実化していか
ないと全く意味のない話です。ですから，そこをまだ全てはっきりと分からないわけ
ですから，いつか皆さんに問うてみたいなと感じていたところなんですけどね。 
 

（社会教育部長） 
 生涯学習基本構想にもありましたが，大きな課題ですね。今までであれば学んだこ
とを自分の習得した中だけでの自己満足で終わっていた。それをやはり各地域なり，
団体なりに持ち帰っていただいて広めていただくというのが，花木議長がおっしゃっ
ているように，そこが一番課題だと思います。だから，色んなところで学びがされて
いるんですよ。リーダー的なことをされていたら当然団体で指示もしなければなりま
せんし，今日的に求められているのは，研修の場でやられているんですけれども，そ
れがなかなか浸透してないというのが本当に難しいなというのがあるんです。そうい
うところでの，行政の課題がありますし，色々な団体でも世代交代があります。若い
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方は余暇時間を個人的なことに走ったり，団体での行動を非常にされる方が少なくな
ったりという社会現象が一方ではあって，だから自分の好みにあったものだけは学ぼ
うとするけれども，本来社会で求められているような常識というんですか，規範とい
うんですか，そういう必要な課題についての学びというのが機会があってもなかなか
参加しない。特に言われている親学とかは，市民センターでもやっているんですけれ
ども，本来参加していただきたい方には声かけをしても参加していただけないという
のがあって，それは非常に我々も悩んでいるんです。そうですから，そうした問題行
動を起こす子が全然減っていかないということになっているんですね。 
 私は前は学校教育さえきっちりしていれば，当然大人になったらしっかりしていく
というのが何かあったような気がするんですけれども，今その大人がなかなかしっか
りしていないというか，子どもにも指導できない親が非常に増えているし，子育てが
非常に不安というんですか，できない親が増えてきていますので，どんどん問題が先
送り先送りされて大人になって，そこの社会教育の受容性といわれているのは，逆に
言うと学校教育でないところでの充分な規範とか家庭教育なり，学校教育の段階でき
っちり習得しておかないといけないようなところが，もれていって大人になってしま
っていて，それで子どもが親の背中を見て育っているということでサイクルの悪い家
族関係になってきてしまっているのかなと，それは思うんですけれどもね。 
 
（野原委員） 
 議長がおっしゃるように，私たち社会教育委員になって５年ですよね。丸５年して
きて一番最初から私たちの意見てどう活かされるんですかというのは，もう一番最初
の会議ぐらいから御提示しているわけですよ。そちらの部署の方も当然のことながら
お替わりになるし，一生懸命していた私たちの意見がどこでどう反映されているかと
いうのはいまだに分かっていないわけですよね。それがまず私たちの根底にあること
なんですね。こういう議論をしている行程をわかってらっしゃるのかなと思ったら次
に替わられた方は全然分かってらっしゃらない，最初の目的が違っているような感じ
だったり。大きな社会教育という大きな分野のことをすべてフォローして，少なくと
もここで議論したことが具体的に活かされる道が開かれているのかどうかというのは，
やっぱりどこかで疑問があるんですよね。少なくとも何の目的でこの議論をしてこう
いう結論に達したのか。それをどう活かされているのかというご報告は欲しかったな
というのが問題ではないかと思います。 
 社会教育の中で，いわゆる０歳児からを含めましてね。義務教育の大きさと，それ
から老後の教育，教育というか過ごし方というのはとっても大きな部分を占めるかと
思うんですね。こういう基本方針を決めるのはもちろん賛成なんです。それをどう実
行していくか。それが時代によったり，もちろん不景気とか経済的なこともあるんで
しょうけれども，時代によって変わっていくというのがあるのであれば，なかなか見
えてこないんですよね。先の５年とかおっしゃっておられたけれども，５年も見えて
こないのではないかなと。皆頭の中では理想像があると思うんですけれども，その理
想が全部違うじゃないですか。それが時代とともに，ましてや経済が絡んでこう色々
なことをすると。 
 
（樋口副議長） 
 ちょっとよろしいですか。阪神間でね。他市の社会教育委員さんとこの間も懇親会
をしましてね。色々な情報交換をした中で，いわゆる教育委員という人と社会教育委
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員という人たちの年に１回ぐらい会ってお互いの意見交換をする場がおたくの市では
ありますかと。 
それから，社会教育委員の皆さんに，この問題について委員はどういうお考えをも

っているかということのいわゆる質問書といいますか，こちらとしては，審議報告，
諮問というんですかね。というものは年にどのくらい行政の方から出ていますか，と
いうのと。 
他市では，社会教育委員さんは月給がわずかですけど出ている所もあるんですね。

何回会議があっても出られる会議は出てもらいますよ。というのがあって，それはい
つ頃からですかと言ったら，近々にそういう体制の形に変わってきていると。だから，
今までのように隔月に委員の会をやって色々情報交換したり意見を聞きますよという
ようなことではもういけない。だから，もっと社会教育委員の皆さん方に仕事をして
もらわないといけない。そのためには，１回いくらということをやっていては具合が
悪いから月いくらとしますと。その代わり，交通費も何もかも全部込みだから，市の
行事だけでなくその阪神間の研修会があろうが，全国大会があろうが自身が行きたい
と思ったら行って下さいと。ただし，特別な費用は出ませんからその中で出して下さ
いよという場合と，逆に予算が取れましたからこの分は出しますというふうにプラス
アルファーで出ることがあるらしいんですが，かなりそういった意味で活性化されて
おるようなところがあるように聞きました。それからすると，芦屋市は社会教育委員
に対して，どうして欲しいのか。今後どういうふうにしてやっていれば活性化してい
くのだろうか。また，ここでしゃべるだけでなくて，個々の委員さんが独自に自分の
日々の活動の中でこういうような問題提起がでているんだとか，あるいは，こういう
データが知られたとか。そういうようなことができるような体制に持っていただかな
いと，本当に野原委員がおっしゃるように，ここ５年間のこれだけの時間をお話する
だけでは残念だなと。今後どうするのかということも含めた話の中で，この問題も１
つ１つやっていく方がより形のあるものになってくるのではないかと思ったりしてい
るんですけれども。 
 
（生涯学習課長） 
 いくつかご意見をいただきました。まず，冊子について最初にお答えします。誤解
があってはいけないんですけれども。もともと，芦屋の指導の方針は，どちらかとい
うと行政内部。特に学校教育に関する事を中心に書かれていますので，教員とか学校
長を含めて教員が子どもたちを指導していく上での指針です。合わせて，社会教育部
の一部も書かれていますけれども，次年度分を毎年つくっています。名前を去年から
変えてもらいました。というのは，社会教育分野が入っている以上，主体は市民とい
う考え方からすると，指導の方針という言い方はまずいと。だから社会教育分野を入
れるのであれば名称を変えていただきたいということをお願いをして，今年からその
名称に実は変わっているものです。だから，どちらかというと内部的なものなんです。
それがあれば，教育委員会が次年度どういう方向で業務を取り組んでいくか。それが
ベースのものなんです。どこからもご意見をいただいたものではなくて委員会内部で
つくったものなんです。今度の計画は，市民の方も入っていただいてそれの５倍のも
のをつくろうということになるわけです。実施計画ということになりますと先ほども
言いましたように，進行管理という問題ですから実際に目指した目標ということが５
年でまずできるのかどうか。国の件も同じですね。これで，５ヵ年の数値を目標にし
ますと言えば，それができるようにこれから取り組みをしないといけないわけですか
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ら，理念的なものから，実際に何をどうするんだというところまで落とし込むという
ことになると，当然できたかどうかという評価も含めてやっていかなければならなく
なる。先ほどの教育三法の改正の中には，やっている事業に対して教育委員会として
も評価をしていく。議会に報告しなければならないという義務規定になっていますか
ら，今年度についても教育委員会全体の評価をしたものをつくりはじめて議会に報告
するようになっています。そういう意味では，しばりがかかってきているということ
になると思います。だから，先ほど申し上げたように，ものすごい夢物語の計画がこ
こに書かれて５年でやれと言われれば，とてもそれは元から不可能ということになる
んです。芦屋市の年間予算のお話もさせていただいたのは，実際に芦屋市全部の一般
会計の予算は４００億を切るような状態です。それを年間教育費だけで１００億，２
００億使うということは不可能なわけですから，そういう１つの限られた，与えられ
た中で，この５年間に，どういう方向に行くことが望ましいのか。ここについてやは
り社会教育という分野の中でもご意見をいただきたい。それはスポーツの分野も入っ
てくるわけですし，その他全てにわたってこれがでてくるかと思います。 
 
（社会教育部長） 
 花木議長がおっしゃる，社会教育委員をやっていただいて，やっている成果が実感
していただいていない。それはもう我々が非常にまずい運営をしてきたなと今反省を
しております。社会教育登録団体でありますとか，そういう所と直に社会教育委員が
接触していただいて，年に何回かおっしゃったように教育委員との話合いも良いかな
と私も思いました。そういう社会教育関係団体への関係者への助言なり意見を聞いて
指導なりしていただくというようなことが社会教育委員の役割で，私は実感していた
だくという部分は，そこかなというふうに思っています。活動団体への助言は社会教
育委員さんの大きな役割で，それが今までなされていないから，実際の関係団体がそ
の助言を受けてやっていく。こういう成果が出ましたと言うのをまたここで報告して
もらうというのも社会教育委員の役割かなと思います。 
 
（樋口副議長） 
 部長のおっしゃるのはどうも上から目線なんですよね。社会教育委員が登録団体の
ね，リーダーの方々に対してこうあるべきと言うのはね，上からものを見ているよう
に感じるんです。そうではなくて，登録団体の皆さん方が，単に自分たちの楽しみだ
とか，なさることから一歩進んで，社会関係だとか得た知識を循環させていくという
意味合いにおいて活躍していただける場をつくっていくシステム，その中で，我々社
会教育委員も一緒になってそのシステムを回らせていただくというような姿なんです
よね。 
 例えば，私どもの活動センターでやっております中で，色々な相談事を受けますよ
という形でスタートしたんですが，ほとんどこの頃 NPO の設立総会なんて無いんです
よ。もう一通りつくるべきものはつくったんですよ。今何が来ているかといったらボ
ランティアしたいんですけどと言う方が来られます。ボランティアをしたいんですっ
て来られるのはありがたいんですけど，してもらう仕事がないんです。だから，私は
今の社会教育登録団体の皆さん方が自分たちのもっているスポーツならスポーツの指
導者としての機会をつくって差し上げるというような。例えば，学校の中で先生に本
来教育が主という以外に，それこそ家庭の親同士の喧嘩の仲裁など，本来，学校にも
ってくる以前の話ですよね。逆に地域の中で，あるいはその家庭の中で，やらなけれ
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ばならないものまでみんな学校にもってこられるから，本来先生がしなければならな
い仕事がどれだけ時間を集中しているっていうことがあるじゃないですか。だから，
学校の先生に本来の先生の仕事をしてもらうために，いわゆるそういうものがですね，
例えば社会教育関係登録団体の方々がすこしでもお手伝いしていく中で，還元するよ
うなことができないか。それを一緒になって我々委員がサポートさせていただき，そ
の中で一緒に活動する中でそうやね，こうやね言いながら助言したり支援したりする
のはいいですけれど，助言だけというのはちょっと違うと思うんです。 
 
（花木議長） 
 正直に言いまして，スポーツ団体でも社会教育って何ですかというレベルで登録し
ている人が多いわけですよ。社会教育って何ですかと言いながら社会教育関係団体の
登録をしているわけですよ。だから，どんなことをやっているんですかというレベル
ですから，もちろんここで教育の策・案を練って色々やっても，そのレベルの人にそ
うしたら，おっしゃるように抵抗を受けるだろう。上から目線にしか聞けない状況に
なってしまうんじゃないか。既にそういう団体の長たる人に最低限これくらいの指導
も交えて，同じ１つのダンスを教えるにしても，ちょっとしたことでそれが指導でき
るものをもって教えられるのと全然最初から技術だけしか教えないんだというものと
では全然変わってくると思いますよ。そのあたりが。履物１つ揃えることでも，履物
をきちんと揃えなさい，挨拶はしっかりやりなさいということを子どもたちにも一般
の人たちにも徹底させているんですけれども，そういうことはもう完璧な社会教育な
んですよね。ですから，そういうことができるか，できないかということで大きく変
わってくると思うんですよね。教育の効果というのはそういうことから一歩進んでい
くようなものを，伝えていって，指導していって社会教育につながっていくんです。
そこを何やっているかわからないと，社会教育とはなんぞやというようなレベルにい
くらここで委員さんがすったもんだしてもめても，議論してあんまりそこに伝わらな
かったら効果がないんじゃないかなというふうに考えるのが私の勝手な考え方です。 
 
（信岡委員） 
 私は今度の芦屋市教育振興基本計画の策定の委員にもなっております。教育基本法
ということになると，かなりの部分は学校教育を中心に考えますけれども，この教育
振興という言葉が入ると，それは社会教育も入るし，家庭教育も入ってくる。それが
振興であって，今度の策定という意味の中に振興基本計画の策定になってきた所以と
いうか，由来がそこらへんにあるんじゃないか。 
だから，今まで私たちがかかえておりました社会教育委員というのはどんな役割を

果たしているんだろうかという，さまざまな私たち芦屋市の委員の悩みもこれが芦屋
市教育振興基本計画を策定するという方向づけの中で，社会教育というのがかなり大
きくクローズアップされてくる。学校教育だけに偏っていてはもう日本の教育という
のはだめなんだと。年代層を含めて教育をしていくという，これが芦屋市教育振興基
本計画というような印象です。従って学校任せの親がたくさんいて，家庭教育がおろ
そかになっているというか，そういった色々な弊害が蓄積していたものを含めて家庭
教育というものを社会教育と同時に見直していこうという考え方がでてきたんじゃな
かろうかと。現代の教育問題もよく自分の責任のように思うんですけれども，ひょっ
としたら私たちの世代が敗戦のゼロから立ち直って，必死で何も無かった時代から物
が大切に思いましたんで，我が子だけにはこんな苦しい思いはさせまいという教育が，
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実は今の親の世代を育ててきているんです。そういう環境の中で育ってきた親たちが
我が子を育てるというまず基本的な認識が本当に欠如しているというままに，やはり
３代目になったらここまで落ち込むものかと。最初に私たちが物と心ということでし
たけれども，ゼロだったから物の方にかなり重点を置きすぎて，心がおろそかになっ
ていった。そういう育て方をしてきた親の責任みたいなものを私は感じているんです
けれどもね。 
 
（野原委員） 
 社会教育委員をしまして，社会教育関係団体の登録団体のことをまず最初にしまし
た。５年間ずっと同じようなことをやってきて，やっぱり登録団体のグループをみて
いると，なんとなく世相が反映できるというか，例えば，話題にもなったんですけれ
ども，子育てのグループ。何十と子育てのグループのお母さん方が何でこんなに少人
数で集まってグループしているのとかね。やはり世相を何となく感じる。登録団体の
中では，感じていたんですけれど，じゃあそこでどうしてあげたらいいのかという前
になかなか踏み出せなかった。例えば，こういうグループがありますよと紹介して，
ここいったらもう核家族で何もわからない若い者が集まって何でもするんじゃなくて，
ここに来たらちょっと何かは分かりますよというアドバイスも私たちはどうしたらい
いのかわからなくて。確かにこの登録団体を見せていただいて削った中にも，今まで
単なる趣味のグループではない世相が動いているなということは感じることが少しは
できましたけれども，社会教育委員として分かったんだけどどうしようかというもう
一歩のところがなかなか難しいなと思いますね。 
 
（社会教育部長） 
 問題解決方法が社会全体で取り組まないと解決できないと深刻化しているというこ
となんですね。本来であれば学校の家庭教育さえしっかりしておけば，何も社会教育
でそんなに言わなくてもいいと思うんですけれども，家庭教育でやっぱりきっちりで
きない親が多いので，だから大人になって社会人になって国民としてどうあるべきか
と遅ればせながらでも社会教育の場で教えていかないといけない時代になってしまっ
ている。社会教育委員だから社会教育だけでなく，学校教育等とコラボレーションし
ていかないと，なかなかやはりこう人間力というんですかね。人間教育につながって
いくことなので，あまり学齢期，就学前と分けて考えるのではなくて，一生涯通じて
のその人の人間力を上げていくということなんで，また，学齢以後の人生が非常に長
いですから，そういう意味では社会教育に求められることが強まってきていると思う
んです。 
 
（水谷委員） 
 さっきおっしゃったことは，教育基本法の改正で既に大きい方向転換が示されたわ
けですから，今までは，言ってみたら教育委員会は学校教育を担当されているとずっ
と思っていたけれど，教育基本法がこうなった限りはですね，教育委員会そのものが
多方面の中で社会教育も含めてですよ，違う組織になってきたのかなという気もして
きたけれど，いやいや，そうではなくて，教育委員会があり，社会教育委員会があり，
それを統合するコラボレーションとおっしゃった，そういう組織がすごく重要になっ
てくるんだなということを感じました。 
 それと，意識変革というともっと上の方からになるかもしれないけれど，社会の中
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に困ったことは多いけれど，皆でこういったことを目指しましょうよというような，
そういうことを皆でどう共有していくかということが必要。今ここに来られている方
は社会教育委員として来られているんですけれども，私の生活の中には仲間の一つと
して先生方があるわけで，そこのところでは私は一人のメンバーとして色々なお話を
したりお互いに刺激をし合うわけですから，そんなところで，一緒にこうだよね，こ
ういうこと大事だよねという性格も大事にするというか。芦屋の社会教育委員でこん
なことが話に出てて，本当にそう思うようになったわ。というようなことが私の生活
の色々なところで出てきて，ああそうだね，みたいな。なんかそんなことをもっと大
事にしたいな。私も実際，社会教育関係団体に入っている一人ですけれど，仲間とか
スポーツを通じてとか，私ができることはそうなのかなと。援助にしてもそうですし，
大学の教員としてもそうですけれども，色々な方と接する機会がありますから，そん
な中で考えさせていただいたことを色々な場で話したりしたいなと。将来，教員にな
る人を育てておりますから，その責任は重大というのはものすごく実感します。それ
と，親になる人たちですのでね。私も今幼稚園の先生方を見ていまして，なかなか結
婚しないんですよ。それは出会いが無いって言うんですね。というのは幼稚園という
のは女性ばかりでしょ。出会いの場が無いって言って，これは機運の仕方がいけない
なとものすごく思ってきてね。５時には帰らなきゃいけない。そこから，色々な社会
教育関係団体に参加をして，好きなスポーツとか趣味とかそういうところで社会に出
てから友達もたくさんできるだろうと。だいたい，大学か職場関係のお友達でしょう。
だから，やっぱり機運の仕方から，社会で出会いを得て，自分の人生を豊かにすると
同時に，色々な人と出会うチャンスを，それが，きっと社会に出てから出来たお友達
同士が職業と年齢を超えて色々なことを教えてもらったり，共有したりして，だんだ
ん親になる力を付けていってくれたら，子どもができた時にも，そうだ，そうだとい
って色々な方にこんなんですけど，という話をしたり，昔でいう地域の結びつきです
けれども，そんなものになっていってくれたらいいなと。 
 
（社会教育部長） 
 そうだと思うんですよね。今，水谷委員におっしゃっていただいたように，やはり
自分が出来る範囲内で学んだことを広げていっていただけたら，その方からまた広が
っていく，その仕組みだと思うんです。 
 それと，花木議長がおっしゃった地域スポーツ型のやっぱりクラブ，ドイツとかヨ
ーロッパはほとんど地域でスポーツや文化をやっていますね。コミスクは学校を中心
にやっている。だけど，学校が終わったら無くなるという感じで，それが本当に地域
に根ざした，アスリート構想じゃないですけれども，地域総合型のスポーツが広まっ
ていったらスポーツは非常に色々なことがあるんじゃないかと思うんですけどね。 
 
（野原委員） 
 ちょっと１つ質問なんですが。コミスクって芦屋で有名ですよね。引越しした時か
ら子どもをかかえていましたので，コミスクという話は聞いたんですけれども，たま
たまうちの子は私学に行かせたんです。そうしたら，コミスクのグループの団結力が
強くて，入っていけないというか，もちろん通学時間も長いですからそういう活動に
入る時間もない。私学の子が反対に芦屋は多いじゃないですか。ここで，うちは実感
したんですけど，小学校を中心としたコミスクそのものになかなか入り込めない。卒
業してもういい大人になっていますけれども，小中学校の地域のお友達よりどうして
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も学校のお友達と付き合うんですよね。そうしたら，子ども自身が地域力がないとい
うか，その割合が芦屋ってすごい高いって聞いていますので，コミスクはコミスクで
すごい機能しているということはよく存じ上げているんですけれども，そこのギャッ
プも母親として感じたものですから。そしたら，その子どものいる母親たちもなかな
か小学校のなんとかグループだとかね。というのが私学行った途端に関係なく，親も
関係なくなってしまいますから。今のところは小学校は一緒っていうのが多いんです
けれど，中学，高校になると，私のお友達の半分が何らかの形で私学にいつかの時代
で行っていますので。 
 
（生涯学習課長） 
 逆を考えていました。私学に行かれる方で，地域にそういう場がなければ，地域で
交流する場が無いのではないかと。コミスクには市外の方も来ていますよね。私学に
行かれる方は芦屋は４割近いですからね。１つの中学校ぐらいは私学に行かれていま
すから，だから，あくまで場の提供として学校であって，学校に行っている子しかだ
めだということではないですから，逆にコミスクがあることが私学へ行かれている方
と地域とのつながりとの接点になるのかなと思ったんですけれども。 
 
（樋口副議長） 
 コミスク自身がサークル化してですね，いわゆるサークル活動の集合体。学校施設
も利用できて，自分たちグループが自分たちの種目別で集まっているものになってき
ていますから，そこに入り込むということはある人と人とのつながりとかね，という
ことでもないとなかなか入りにくいという壁はあるようです。 
 もう１つちょっとお聞きしたいのが，たまたま今度の１月１１日の成人式，スポー
ツ・青少年課の方で公募して，成人式の当事者が企画して成人式をやるということを
やっていただいたものですから，それに応募者がないというようなところもあって，
関係者がたまたまいたものですから，手を挙げてと背中を押しまして，そうした関係
もあって相談にのっているんですけれども，結局，成人式をやっても，久しぶりに会
った友達と会いたい。だから，式典とかそんなのははなっから頭の中にないわけです
よ。お友達に会いたい。彼らが企画したのは，精道中グループ，山手中グループ，潮
見中グループといわゆる中学校ブロックで会場を分けまして，その会場に，精道中の
先生，山手中の先生，潮見中の先生あるいはそこの当該小学校の５年，６年を担任し
た先生方を呼んで。そういうことが主たる目的だから，そういう会場設営をした。 
 
（社会教育部長） 
 成人式のセレモニーの前にするというものですね。 
 
（樋口副議長） 
 それで一応一時間半ぐらいしゃべったら，それをどう会場に送り出すかを，どうし
たらいいものか。行け行けと誘導するとか，後ろから押し込むとか，そういう取り組
みの中で，後ろから押しこむ人間をできるだけボランティアでね，やってもらいたい
からということで，私どもの方でもそういうボランティアを出すんですけれども，ち
ょっと待てよと。中には一杯飲んで来ていい気分になっている子がいるよと。それを，
おい，お前ら入いれなんか言ったら，ひょっとしてそこで事件でも起きたらどうする
のかと。だから，うかつに言うことは出来ないですから，なんとか入らせることはで
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きないかと。チアリーダーがバトンを持って，皆さん私について来てくださいと。当
日催しでする打楽器の子らが後ろから追いかけるんですと。前から先導し，後ろから
追いかけ，なんか鹿の追い込みみたいですけれど，そういうことを企画。その人数が
概算で６５０人ですか。 
 
（社会教育部長） 
 まあ，そうですね。だいたい成人式の出席者は７割前後なんですね。５５０人から
６５０人だと思います。 
 
（樋口副議長） 
 それがね，山手中学校関係のグループが１５０人と一番少ない。だから，言うてみ
たら，２号線から上の人の私学行く率が半分，２号線から突堤までの人たちの率が３
分の１。 
 
（社会教育部長） 
 それくらいですね。 
 
（樋口副議長） 
 突堤から下，いわゆるシーサイド地区が７５％から８５％が公立に行ってます。だ
から，半分の半分の半分という形で私学。私学に行った方たちは，成人式に出るのか
な，とちょっと思ったんですよ。当人たちが考えたことだから，公立小学校，中学校
に行った子が恩師に会えるという楽しみで集まってくる同窓会，成人式だから，中学
に私学に行った子たちは，その成人式に来ても。私の子どもたちは２人とも私学行き
ましたから，芦屋の成人式は出席してないんです。行けと私は言うんですけれど，お
友達がいるわけでもないし。 
 
（社会教育部長） 
 ほとんど同窓会みたいな実態ですよね。 
 
（樋口副議長） 
 小学校の友達って言ったって。 
 
（野原委員） 
 それに，別に私学行ったからではないんでしょうけれども，２０歳で自宅にいない
ですよね。みんな関西圏の学校に行った子たちはいいでしょうけれども，まず，息子
の同級生を見ても，関西圏にはあんまりいないですね。全国にちらばっているわけじ
ゃないですか。うちのも申し訳なかったですけれど，帰って来なかったですよ。 
 そういう意味から，成人式も少子化で，私たちの時も同窓会の雰囲気でしたけれど
も，そういう感じすらちょっとなかなか難しい捉え方をしなければならない。 
 
（社会教育部長） 
 それは，教育委員会の中でも，色々議論があったり，僕自身も思いました。同窓会
だったら，逆に式典だけして，同窓会は後にしたらと思いましたけれども。せっかく
学生が企画したので，それは一回やってみる。今の若者は，そういう体験が少ないん
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ですよね。我々の世代も親に，先ほどの信岡さんではないですけれども，あまり苦労
させないように育っていますから。子どもに対して余分な苦労をさせたくないという
のは，僕自身もそう思いますけれども，やっぱりそれは回り道のようだけども，一番
近道なんですよね。王道はないというような感じで。色々な体験を通して余分なとこ
ろにぶち当たっても，自分で解決する能力が自然と身についているんですけれども，
そういう経験知がない者については，非常にマニュアル化されていないものについて
若い子は対応できないというのが多いと思うんですね。せっかくそういうことで自分
らでやろうということで，去年から成人式を見ているということも聞いているのでね。
そうしたら，自分たちでこういうものをしたいというものをもっているであろうとい
うことで，さっきのお話じゃないですけれど，僕らが後押しをしないといけないと。
いい経験じゃないかなと。４人が企画委員になっているんです。いずれも大学生なん
です。 
 
（野原委員） 
 ちなみに，今のいわゆる若者のそういう考えることですよね。昔は成人になったら
こういうこと，責任がありますよ，義務と責任が伴いますよ，と上目線で色々言われ
たじゃないですか。今は，二十歳になった大人として集まる時に，どんな話をされる
んですか。その，もちろん今度は学生さんたちが主題でしょうから，市の方たちが上
目線じゃないでしょうけれども。 
 
（社会教育部長） 
 祝辞ですよね。社会人になったら，こうしなさい，こうしなさい，それも若干は入
りますけれども，基本的には来賓の方も含めて成人おめでとうということが大体主に
なりますね。後は，アトラクションで楽しい場にして，出会いの場というか，久しぶ
りに会った旧友を暖めてもらうというだいたい会になっていますね。 
 だから，ちょっと心配なのは，式典のセレモニー部分は皆帰ってしまったらどうな
るかなと。それだけがちょっと心配は心配なんです。今年は特に市民センター，ルナ・
ホールを改修していますのでね。学生さんに任せたらいけないということになったら
いけないなと。だから，何とか成功させたいなというのがあるんです。成人式は多く
の人が成人したことを祝う場でもあるということで，静粛，厳粛なものだということ
も，大人から見たらありますからね。 
 
（花木議長） 
 確かに，上目線もありますけれども，こうだと思ったことは，やっぱり守らなけれ
ばならないことについては，上目線でもなんでもいいと思うんですよ。あんまり大人
が遠慮してしまって，子どもだけに任せている部分があるので，非常に成長しない子
どもたちを指導することになっていないんですね。特に逃げてしまっているところが
ありますよ。大人が気を使い過ぎてしまって，遠慮しすぎてしまって。これは徹底し
た方がいいと思いますよ。その方が伝わりやすい。 
 
（野原委員） 
 なんとなく成人式は社会教育委員としてはすごく興味があるんですよね。 
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（樋口副議長） 
 是非皆さんも，実際に見ていただいて。 
 
（社会教育部長） 
 ６００人のキャパですから，ほとんど７割以上来たら，市議会議員とかも一応来賓
で来ますので，あんまりこう座ってというのが。立ち見でも結構というのがあったら
あれですけれども。もし来ていただけるのであれば，一応席は確保いたしますので。 
 
（樋口副議長） 
 初めての企画でございますので，お時間のある方はね，行っていただいたらと言い
ながら，私はちょっといけないんですけれども，申し訳ないんですが。 
 
（花木議長） 
 時間も迫ってきていますので，次の議題に入ります。芦屋市の社会教育について。 
 
（生涯学習課） 
 これ，すぐに終わります。実は過去は「芦屋の社会教育」という冊子をつくってお
りました。これはその当該年度の実施状況でありますとか，実際にどういうことをし
てきたかという冊子でございます。これは実績を書いています。ところがこれ平成１
２年につくられた後，つくられておりませんでした。復活をしたいと考えております。
まず，先ほど申し上げた基本計画の現状把握には本当はこれがあればすぐできてしま
うんですね。結果を書いてありますので。その整理を含めて，平成２１年度末を目指
してつくりたいと思っております。これも結果報告的な書式ですが，これを見れば芦
屋でどういう社会教育活動がされているかすぐわかるような冊子にしていきたいと思
っております。これが，イコールこの基本計画の現状と課題の現状把握に役に立つも
のとご理解いただければと思います。これはその報告だけでございます。過去のもの
ですけれども，どんなものか見られたことがありますか。 
 
（花木議長） 
 ５年前には。就任した時にもらった記憶が。 
 
（生涯学習課長） 
 そうですか，それは平成１２年につくられたものでございます。まだ，それしかご
ざいません。 
 
（樋口副議長） 
 もしね。今度つくられるんだったら１つね。これは尼崎でやられたことでうちもや
りたいなと思ったのは，子どもたちがどういう場所にいるのかということの実態調査
をされたんですね。それを元に，今の小学生はこういうとこ，中学生はこういうとこ，
高校生あたりはこういうところに出入りしているよというので行って，当人たちに許
可取って写真もとったみたいなことを言っていました。芦屋市内で今，居場所づくり
といっていたじゃないですか。だから公園には子どもたちは全然いないとかね。そう
いう実態というものを。正直言ってこれは社会教育施設の利用状況が実態だと思うん
です。今そのデータを取られる時に，本当に今現在の姿がどうなんだということを見
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て，どういうところで子どもたちが居場所にしているのかと。そういうのを私どもの
登録団体でも調べたグループがあるらしいんですけれども，それをこういうオフィシ
ャルなものに取り入れていただくと非常に実態として分かってきていいなと思ったも
のですから。 
 
（生涯学習課長） 
 教育振興基本計画をつくるにあたってのそれ専用のアンケートというのはやらない
ようです。 
  
（社会教育部長） 
 愛護委員さんは頻繁にやっていますので，そちらのデータを見たらある程度分かる
と思います。 
 
（生涯学習課長） 
 公的に出せる資料という形であれば。 
 
（安東委員） 
 ちょっといいですか。計画で５年ごとでやった後にどれだけできたのかというチェ
ックはされているんですか。これができた，これができないとか。どんな成果があっ
たのかという，そういうのがもしやっているのであればそこの成果が５年ごとのが出
てきますよね。例えば，今度の５年計画にあっても，計画をつくってあるんだけれど
も，PDCA（PLAN,DO,CHECK，ACTION）で，何ができて何が出来ないかそこらへんのとこ
までもやるということでつくっているんですか。５年間でどれだけできたかどうだか
をチェックすると。 
 
（生涯学習課長） 
 当然評価をします。 
 
（安東委員）  
今まではしてなかったですね。 

 
（生涯学習課長） 
していないですね。 

 
（安東委員） 
今度からすると。 

 
（社会教育部長） 
 当然，振興計画じゃないですけれど，教育行政の組織および運営に関する法律が改
正になりまして，教育委員会の事務についての点検評価，それを公表して議会にも報
告しなければならない部分はやっているんですけれども，外部委員，専門家からの意
見も聞いて。それぐらいしかやっていない。今回は当然もっと中身が濃いと思います。 
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（生涯学習課長） 
 教育振興基本計画というのは，教育委員会がつくるんじゃないんですね。「地方公共
団体は」となっていますから，芦屋市がつくるんですね。いわゆる市長がトップで芦
屋市がつくる。 
 
（安東委員） 
 希望なんですが，例えば，子どもの問題でも親の問題でもそうですけれど，だいぶ
福祉のことが関わってきているんですね。子どもをどうしようか，親をどうしようか
となってくると，社会教育の中だけでは全然間に合わない，できないということが多
いわけですね。だから，そういうことこそ福祉なんかの他の領域と一緒に親を，一緒
に育てていくとかね，そんなことでもやらなきゃしょうがない。だから，教育委員会
だとできないけど，市長部局とならできる。市長部局と一緒ならできるということも
あるんですよね。そういうのを是非ともそこへやるんだったら入れてもらいたいとい
うことですね。そうじゃないと無理なことがいっぱいあります。児童館でも何でも社
会教育の中にいっぱいありますので，そこらへんは入れてもらった方がいいですね。 
 
（生涯学習課長） 
 今回の策定委員の中には，保健福祉部長を委員の中に入れております。 
 
（社会教育部長） 
 次世代育成の計画，保健福祉部がつくっています。これには教育委員会も出ている
んですよ。学校教育，社会教育。ほとんど計画が似たり寄ったりというか，計画が多
すぎるような感じはするんですよね。今言われたように。そうしたら，大きいところ
で，全てのそれこそ戦略計画みたいなところで。 
 
（樋口委員） 
 他市では，生涯学習課が教育委員会から市長部局に移っているところも多くなって
きていますよね今。 
 
（社会教育部長） 
 スポーツ，文化については，市長部局で首長がやられるところが増えてきています。
今みたいに教育委員会だけでは当然できない。組織，人，特に資源がなかなか教育委
員会では獲得できないということで。 
 
（生涯学習課長） 
 来年していただけるのかどうか分かりませんけれども，去年つくった生涯学習基本
構想の中には，生涯学習推進体制の充実ということで，市長の事務局に置くべきだと 
いうことが書かれてあります。重点項目ですが，それがどの段階で実現していただけ
るのか私どもでは分かりません。 
 安東先生のお答えになるかどうかなんですが，１つは今言いましたように，特に保
健福祉部長に入っていただいたということでございます。例えば，幼児期の教育の問
題，特にこれは福祉に関わる部分もありますので，入っていただいております。 
 それから，合わせて予告になるかも分かりませんが，また新しい法律が今年の７月
にできまして，これが「子ども・若者育成支援推進法」という法律です。平成２２年
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度中くらいに国が示すようでございます。不登校からニートから色々な問題を３９歳
まで入れているんですね。これがまさに先生がおっしゃった通りでして，縦割り行政
では対応できない。だから，新しい法律をつくって，そこには教育委員会も入ってい
るんですけれども，教育委員会の役割というのはその中のごく一部です。だから，福
祉もその他の部局も全部でやらないとその法律の実現にはこぎつけられないという問
題もあります。もうまさにおっしゃっていただいたように，行政サイドが今ちょっと
対応しきれないような社会情勢がありますから，具体的な方策，それに法律を実現す
るためには，市としてどんな組織がどういう役割を担っていくのかというのが，これ
がおそらく平成２２度年の国の方針を待って，平成２３年度検討されることになろう
かとは思いますけれども，そんな問題も今は出てきております。 
 
（社会教育部長） 
 学校教育を出てから，今居場所がないんですよね。大人もだんだん不安になってき
ているかも分かりません。リストラとかあって，大人も辛いと思いますし，どうして
もこう悪い事件とか出てきやすい環境がありますので，何かに居場所というかどこか
に入っていたらいいんですけれども，どんな場所でも。どこにも入れない子が増えて
きていますので，青少年センターでも今，体育協会さんに花木議長のところでやって
もらっていますけれども，かなり居場所というんですか，高校生とか大人がいられる
ような，プレイルーム的なところを開放してもらってやっているんですけれども，な
るべく施設を有効活用して，どこかでくつろげる所，家庭がくつろげるような所と呼
べないような状況も出てきていますのでね。どこかほっとできる所がいるなというの
は切実に思います。 
 
（樋口副議長） 
 これがどうしても部屋を借りて使用料払ってじゃないとくつろげないというような
状態ですけれども。 
 
（花木議長） 
 よりどころになる場をどこかでつくってやるということですね。 
 
（野原委員） 
 反対にそれが家庭じゃないということですね。 
 
（花木議長） 
 本来だったら家庭がやらなければならないんですけどね。 
 
（社会教育部長） 
 難しいですね。それでしたら家庭の教育力が余計に弱くなるのではないかと，その
へんがもう。本来やった時どうすべきかというのが必要かもしれませんが。 
 
（樋口副議長） 
 親の方にどうして手を出していくかというのが一番難しいですね。家庭の中に入っ
ていくということが。だから我々は，地域力を高めていくというのを考える中で，そ
の地域の行事だとか伝統的な祭事だとか色々な地域文化というものを掘り起こして，
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その文化的な行事に参加してもらい，家族グループで参加するという機会を増やして
いくことで，家庭の中に何らかの伝達ができればというふうな感じでしょうかね。 
 
（信岡委員） 
 やっぱり郷土愛というかね。古臭い言い方だけれども，そういうものが今の都市型
の地域の中には本当に薄いんですよね。だから，芦屋川カレッジでもいつも実感する
んですけれども，本当に芦屋市を思って老後の生活をね，芦屋に帰りきるんだという
そういうお年寄りが増えればいいなと思うんですよね。ずっとそういう人達が芦屋市
を良くしようという気になってくれるだろうとそういう具合に思うんですけれども，
なんかよそから来た人達が終の住み処という前の段階で職場のベットタウンみたいな
立場で，それがたまたま定年を迎えてしかも住みついたというんで，なかなか芦屋市
に対する愛情が薄いんですよ。だから，その人達が増えてきているなということで，
芦屋川カレッジの中のお年寄りというか仲間にももっとそういう傾向が強まっている
気がしますね。だから，盛んに「この町が好き」と言って，市長もつくっておられる
ようですけれども，あの歌を芦屋川カレッジでもね，「この町が好き」という歌を歌う
ように仕向けているんですよ。芦屋川カレッジソングという母さん方の作詞で作った
カレッジソングがあるんですけれどね，それも芦屋市の色々なものを歌い込んでいる
んですけれども，もうひとつやっぱりその芦屋市には「この町が好き」の方がなんだ
かピンときそうだなという気がしてね。両方歌うような同期会が非常に多くなるとい
いんですけれど。歌ぐらいで郷土愛が出てくるかどうか分かりませんけれども。 
 
（樋口副議長） 
 そういうお年寄り，我々団塊世代がどんどんお年寄りの中に入ってきますから，そ
ういう方々がやはり活躍する場。こういうことをして欲しいんですよというのをつく
っていかないと。やるということがやはり郷土愛の結びつきにもなりますし，また人
と人との出会いにもなりますし。だからそういうボランティアが活躍していただける
ような機会をこれからどんどん出していく。そこがこれからのキーポイントじゃない
かと思うんですけれども。 
 
（社会教育部長） 
 やっぱり愛着というのか自分らでまちづくりをやっていこうという機運が生まれて
くると思います。 
 
（樋口副議長） 
 今度の７０周年のイベントなんかもできるだけそういう市民の方が参加していただ
くという機会になればなと思ったりするんですけれども。色々仕事を出して下さい。 
 
（花木議長） 
 信岡さんが前に学校で戦争体験なんかお話されたことがありましたね。あれは非常
に子どものためにいいんじゃないかなと思いますけれども。 
 
（信岡委員） 
 １０年前から始めたんですけれども，西暦２０００年のミレニアムの年に昭和を語
り継ごうじゃないかという呼びかけをやりましてね。昭和を語り継ぐといったら，我々
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の世代以外いないじゃないかということで始めて。その当時は，小学校からもリクエ
ストがあった。来て下さいと。だから我々もカレッジの修了生を派遣していました。
中には注文をつけて，広島の原爆体験をした人を呼びたいと言うんですけどね。その
人はわしはそんなことを話す気がないと言っていたんですけれども，それをさんざん
ケアしてとにかく行って話させたんですね。そういうことをしました。やっぱりそう
いう話す機会を持たせて思ったんですけれども，それから数年後亡くなりました。最
近，こんなことは学校自体もあまりリクエストしてくれませんから。 
 
（社会教育部長） 
 公民館講座で講師で信岡さんに来てやっていただきたいと思っています。 
 
（信岡委員） 
 一番最初に感想文を書いてくれた子どもたちはもう二十歳過ぎたんですよね。二十
歳過ぎているわけですよ。だから，もう立派な大人になっているなという気がします。
１年生から６年生まで話をしましてね。難しいのは１年生，２年生ですよ。どの程度
の内容の話をしたらいいかというのがね。５年生，６年生になると修学旅行で広島の
原爆記念資料館に行くから事前の知識を得たいので広島の原爆を体験した人が芦屋川
カレッジにいませんかと。探すといた。では話をして下さいということで我々が橋渡
し役をしたんですけれども，ほとんどその人たちも原爆症の認定者ですからね。やっ
ぱり亡くなっていきます。本当に昭和を語り継ぐというのがだんだん難しくなってい
くのかなと思います。 
 
（社会教育部長） 
 水谷先生にお伝えしておいたらいいかなと思いますのは，僕も昨日聞いた話なんで
すけれどね。ある小学校の，固有名詞は出せませんけれど，先生がですね，新任の先
生なんですけれどね。今新型インフルエンザが流行っていましたでしょ。すぐ報告を
しないといけないんですね。家族の感染状況とか，兄弟がかかったか等。それはやる
んですけれど，そこのクラスの担任がインフルエンザだけしか頭になくて，普通の骨
折してずっと休んでいた子のことを校長に伝えていなかったんですよ。何かの時に出
て，その報告の項目でその他のインフルエンザ以外の欠席児童をカウントするような
表に変わったんですよね。それで初めてこれインフルエンザか，いやそうじゃない。
だったら何で休んでいるのかということになって，知りませんということになって，
そういうふうな対応。校長先生も厳しく叱ったみたいなんですけれども，そういう方
が先生になってきていますので，なかなかこうしんどいのではないかなと。全て一か
ら十まで教えないといけない時代。だから，体験が本当に少ない。教えられていない。
それはやっぱり花木議長がおっしゃるように知だけの，重視の弊害だと思います。体
育から入って，体，徳，知ですか，同感します。なんか順番を間違えているような。
知だけ良かったらいいんじゃないかというのは，そういう傾向が強いんじゃないかな
と思いますね。 
 
（樋口副議長） 
 文化よりもお金や経済優先で。 
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（花木議長） 
 変えるというより，感じることが大事で。 
 
（樋口副議長） 
 感受性が問題。 
 
（信岡委員） 
 やっぱり何十年間の蓄積ですからね。本当に教育なんてころっとある年から変わる
ものではなくて，前々から蓄積されたものがのぞくというか。 
 
（水谷委員） 
 確かにね，知の問題，知らなかったということですよね。基本的に知っていてしな
くてはいけないことが充分できなかったということですが，私は今のお話を聞いて，
まわりにいる先生が私は力が及ばなかったなと思いますね。というのは，一人前に仕
事ができる人がまわりにいるわけですからね。クラスの中で骨折ってたぶんお医者さ
んにも行くような手当てをしているということが，そんなこと隣のクラスの先生が気
がつかないというようなことでは。校長先生は厳しく叱ったとおっしゃるけれど，そ
こに目が向かなかった私が悪かったって何で校長先生に言う先生がいなかったのか。
だからその先生が力を充分つけないことをよしとはしませんけれども，その先生を一
人前に育てるのは現場のまわりにいる先生なんですよ。これはね，初めて親になる人
たちをまわりにいる社会人皆で親として自信を持って親になってよかったと思えるよ
うなそういう生活をつくってあげる。それがまわりにいる私たちでしょう。そうだか
ら学校も同じだと私は思うんですね。もちろん色々なことを知って充分に育たなけれ
ばいけませんけれども，現場に出てやっぱり１つ１つ経験しながら教えていただいて
それが励みになって色々自信のある先生になってくれると思うので，そのまわりにい
らっしゃった先生に私は一言言いたい。 
 
（社会教育部長） 
 水谷先生は僕らの世代ですからね。やっぱり我々の若い時はそれぐらい子どもをど
の子も大切にしていたと。当然知っておくべきだという考え方で，自問の立場で言わ
れたと思うんですよ。だから，今の時代はそうじゃないと。そういう教育で先生にな
った方も理解したら今言われたことも分かっていただけると思うんですが。水谷先生
が多くの子どもを教育されているから現代のレベルは分かっていると思うんですけれ
ども。 
 
（樋口副議長） 
 会社勤めしてね。せっかくいい会社に入っているのに，３年経たないで辞めるって
いうね。結局昔は会社に入って，企業内教育というのがあったんですよ。社会人とし
て身に着けなければならない，いわゆるお客さんのところへ行って恥かくような社員
を出せないからって，結局社会で色々なことを教え，資格も取らすという企業内教育
する余裕が会社にあった。今会社にそういう余裕がないもんだから，全部スキルを磨
けって外に出します。それで，どんな資格とれたかと。とったらそれにかかった受験
料とかを後から払ってくれると。会社自身がそういうシステムになっていますから，
もう自分の世界しかないわけですよ。うちのせがれがたまたま通信系の会社に行って
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いるもんですから，ワンフロアに４００人ぐらいが机並べているんですって。そうす
ると，「おはよう」と言うのは自分の課の人ぐらいじゃないですか，せいぜい１０人足
らずの。その人たちに「おはよう」と言うんですって。お昼になったら，「お昼どうし
ます。」って言うんですって。次お昼から帰ってきて，５時半になったら「お先に失礼
します。」１日に同僚と話をするのは４つか５つしかないんですって。後何をしている
のかといったら，それぞれが，パソコンに向かっている。気晴らしするのもパソコン
ですって。別に見ているわけじゃないから，パソコンに向かって仕事しているのやら，
ちょっと気晴らしに何しているのやら。だから社内に非常に鬱が多いそうです。 
 
（信岡委員） 
 日本の会社の組織というのが成果主義になると，どうしても個人主義というのが大
きく出てきますね。昔のように，先輩，後輩というようなピラミッド型の組織があっ
て，そういう面倒を見るのも先輩の１つの仕事だと思っていた人たちが，もう自分の
ことしか考えなくなるんですね。これは本当にどっちがいいのか，半分半分くらい。
いいところが残っていると思うんですが，そういう経営の考え方自体も考えなきゃい
けないですね。 
 
（野原委員） 
 今，社会教育委員としてはですね。信岡さんのその前の講演ね。昭和を語ること自
身も大事なんでしょうけれども，たぶん花木議長もそうだと思うんですけれども，話
すことによってある年齢の方たちと子どもが交流ができる。核家族が多いじゃないで
すか。子どもたちがそういうお年寄りっていう人たちを知るというか。その体験だけ
ではなくて，こういうおじいちゃんの話って面白いとか。そういうことがとっても大
事だったんだと思うんですね。たぶん，戦争がどうのこうのとか，原爆がどうのこう
の言われたってどこまで分かるかどうか分からないんですけれども，その醸し出す雰
囲気というのは，私たちはすごくいいなとあの時のお話で思って聞いていたんですね。
どっからか分からないんですけれども，そのボランティアでも何でもいいですから，
核家族の子どもたちに，色んな人がいるんだと。世の中には色んな構成要員がいるん
だということを知って下さるようなそういうものが生まれてくれたらいいなとは思い
ますね。必ず良い道ばかりじゃないと思いますけれども，色々な方と子どもたちが接
する必要はすごくある。ギスギスしていなくて，ふんわかとしたちょっと現実味から
離れてもいいですから，ふんわりとした雰囲気が私は信岡さんのあの講演ですごく感
じて，これはすごくいいことだなと社会教育委員として思ったんですけれども。 
 
（社会教育部長） 
 浜風小学校では異世代交流みたいなのを実際やっているんです。 
 
（信岡委員） 
 そうですね。伝承遊びということで私も参加したことがありますけれどもね。色々
な遊びを体育館でやりましたよ。年寄りが集まってね。だから芦屋市ぐらいの規模が
一番やりやすいんですよ。西宮市ぐらいになると，規模的にできなくなる。１つの地
域がこのくらいの規模だったら，家庭的な雰囲気の中で過ごせるくらいの地域ですね。 
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（樋口副議長） 
 私この間，うちの理事会でも言ったんですけれども，たぶん平成１８年８月２日か
ら１６日にやった芦屋市民意識調査，地域福祉課がやった。 
 
（生涯学習課長） 
 地域福祉計画をつくったものですね。 
 
（樋口副議長） 
 あの時の市民意識調査というのがあって，ホームページに載っているのをメモして
色々なところで言っているんですけれど，芦屋の良いところは，町のサイズが適当。
今，信岡さんがおっしゃられましたが，これが４８．４％と半数近くの人が言ってい
るんですね。次に良いのが，高齢者が安心して住める。これが２６％。子どもを育て
る環境が良い。２４．９％。これが芦屋の良いところです。もう１つ，芦屋の悪いと
ころは，人のつながりを大切にしない。高い塀があって隣の家が何しているんだろう
かと。うちの塀の中のことだけでいいというね。そういうイメージを１つ思うと，や
っぱり芦屋は人と人とのつながりを大切にしないというところが芦屋の悪いところの
一番に挙げられているんですよ。だから，我々，社会教育委員としては，いわゆる人
のつながりを大事にする。そこからやっぱりこう進めていかないといけないかなと。 
 
（社会教育部長） 
 芦屋川カレッジはその点，色々な立場の方が非常にフラットな付き合いをされてい
ますでしょ。それで地域性もないし。芦屋全域という。そういう非常に上手いことい
っているグループ，サークルだなというふうに思います。 
 
（樋口副議長） 
 信岡委員長の，会長の学友会が主になっていただいて，どっちかというと今は各期
の同窓会グループの活動になっています。 
 
（樋口副議長） 
 その施設を一番よく利用される方が指定管理をする。だから体育館，先ほどスポー
ツセンターを体育協会が NPO されたと同じように，市民センターは学友会が NPO をつ
くって指定管理してくれるというのは本当にいいアイディアですけれどね。 
 
（社会教育部長） 
 ルナ・ホール事業よりもっと呼べるような事業をやっておられますしね。色々な著
名なバンドとか講師とかを呼ばれて。だいたい満席ですよね。学友会のものを，一般
市民に公開したら本当にいいですね。 
 
（樋口副議長） 
 ノウハウを持っておられると，それこそ人的なつながりを持っておられる方が多い
ですからね。 
 
（社会教育部長） 
 実際１５００人ぐらいおられるんですかね。 
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（信岡委員） 
 色々な行事をやりましてね。講演会もやりますけれども，講師を選んでくる，呼ん
でくるのも大変なんですよ。とにかく上限３万円ということですから。この前なんか
ある京都の大学の OB が組織するオーケストラを呼んだんですよ。３０何人来てね。交
通費も全部向こう持ちで謝礼は５万円しかもらわなかったんですよ。そういうことを
ね，もうだんだんやりにくくなるなと思いますしね。それから，講演会とか色々なこ
とで確かに人気があるんですよ。ではこれを一般公開しようかと私が言うと，委員が
反対するんですよね。信岡さんそんなことをしていたら，年会費を取っている人たち
が怒ると。年会費たった２０００円なんですけどね。話を聞くだけでも５００円かか
るっていうくらいの人たちを呼ぶわけですから。 
 
（社会教育部長） 
 有料にしていただいてもちろんいいんですよ。 
 
（信岡委員） 
 そんなような話をしていて，いわゆる公開講座にしようかというのも，何回か入れ
るようにしているんですけれども，全部が全部公開にはできないんですよ。会員がね，
不満をかなりもっているらしいんですよ。ただその時それだけ見れるんだったら年会
費を払わなくてもいいんじゃないかと。 
 
（社会教育部長） 
 それはそうですよ。タダにする必要はないんですよ。 
 
（信岡委員） 
 というような問題がありましてね。今難しいところですよ。 
 
（花木議長） 
 はい。もうそろそろ時間もまいりました。全ての議題につきましては一応これで，
修了しました。他に何か事務局からありますか。 
 それでは，時間もまいっておりますので，閉会をさせていただきたいと思います。
ありがとうございました。 
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